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はじめに

地球環境問題の解決のための原則として予防原則 (precautionaryprinciple) 

が注目され，すでに政策決定に利用されている G しかし 確立された定義も

念もないのが現状であり，利用の形態は多様である O

本論文の目的は，予防原則に関する多くの掛究・報告，ま

を適用した国際条約等をレピューし 予防原則の定式化を試みることである O

まず予防原則の全体像を見るために，第I章では予防原則の歴史，適用状況?

どについて概説する。第E章では予助原剰の概念と，そこ

素を分析し，国際条約等に適用された種々の予防原則に共通する

る。 臨章では，予防原則の 3 お

それ，予防的行動について，また第百章で、は，

じる O 第V章では，結論として，予妨原則の本質的概念と

いて主命じる O

どにつ

予酷頼関について

1 予防原則の麗史

予防原則の起源は1930年代の民主社会主義全盛時に作られた，よし

の概念を中心 くドイツ -法の伝統にある and Cameron 

[1994J p. 160) 0 その考え方 Vorsorgeが環境政策 に適用されたのは
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1970年代のドイツであった。 1974年に成立した大気浄化法は1970年の初稿で、有

る開発を予防することを明訴し， 1984年の

それが精級化された幽Christianse[1994J p. 0 また， 1976年

にドイツ連邦政府により Vorsorgeprinzipの名前で環境政策に明記された~

問じ頃， r森林の死Jとその原因に取り組んでいたドイツの環境科学者の中で，

明らかで首尾一貫した概念として，予関原則と環境のハザードと

への予防涼期の適用が現れ始めた iarn~moes et al. [2002J p. 4)。

1980年代になると，予防原則は罰際的に議論されるようになった。 1982年に

採択された世界自然憲章では，予防原則とし寸言葉こそ使っていないが概念と

して潜在的リスクに対する行動をとるとし，また科学的不確実性には言及して

いなし い科学的に明確になるまでの行為を禁止する

としている2)。

国際的に予防原則が最初に明確に記述されたのは， 1984年の北海の保護に関

する第 l四国際会議の宣言である o 1987年の第 2出会議の閤僚の最後報告，ロ

ンドン宣言で「最も危険な物質による懸念される損害の影響から北海を守るた

めに，明白な科学的証拠により因果関係を完全に確立する前であっても，それ

ら物質の排出を管理する行動を求める予防的アプローチは必要であることを認

1) Cameron and Abouchar [1996JはVorsorgeprinzipの名前で， r環境政策は今にも起こりそう

な危険を避けることと，既に起こってしまった被害を取り除くことによって，完全に達成される

わけではない。予防的環境政策は，さらに，自然資源が保護されることと，それが注意して行わ

れることを強要することを求める。jと宣言されたのが，予防原尉が環境政策に明記された最初

だとL、う。

2) 世界自然憲章の前文で「すべての生命形態は国有のものであり，人間にとって価値があるか否

かに関わらず尊重されるべきものであること，及び，そのことをそれらの生物に当てはめるため

に人間は行動を自己規制しなければならないことJに習意するとし，本文の第11項前段では，

「自然に対して影響を与えるおそれのある活動は規制される。自然に対する重大な危険又はその

他の悪影響を最小化するための利用可能な最替の技術が用いられる。Jとし，第11項後段では，

「また，特に以下のことを確保する。 (a)自然に対して回復不能な損害を生じさせるおそれのある

活動は行なわなL、。 (b)告然に対して重大な危検を生じさせるおそれのある活動に際しては，徹底

的な審査が事前に行われる。その提案者は予測される利益が告然に対する潜在的損害に勝ること

を証明する。潜在的な悪影響が完全には把擢できない場合は，当該活動は実行されない。jと規

定した。(地球環境法研究会編 [1999]240-241ページ)
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める。Jと言己した九

国際枠組みで予防原則を体現したといわれる1987年のモントリオ

では，その前文で f技術的及び経済的考患を払い，かつ開発途上国の調発の必

要に留意しつつ，科学的知識の発展の成果に基づきオゾン層破壊物質の放出を

なくすことを最終日標として，この物質の世界における総放出量を禽平に規制

する予防措置をとることによりオゾ うことJ4)と した5)。

そして， 1992年の環境と開発に関するリオ宣宮(以下， リオ3宣言)が，その

後多くの予防原則の出発点となった。その第15原則では， r環境を保護するた

め，予防的アプローチは各国によってその能力に応じて広く適用されなければ

ならなし、。重大又は囲復不可能な損害の脅威が存在する場合には，

的確実性の欠如が，環境悪化を防止するための費用対効果の大き

する理由として使用されてはならないoJ6)という O

これ以降，多くの国際条約や宣言，地域開条約や，各国内法でも予防原則は

適用されてきた。そんな中でやや異質なものと

環境活動家が集まり議論し公表した ウイングスプレッド宣言

(VVingspred conference [1998J)がある O そこでは，すべての人間活動に予防

的アプローチを採用しなければならない現状を訴し， r予抗原則を実施する必

要がある:ある活動が入の健康か環境に害するおそれが起こったとき多その因

果関係が科学的に十分に確立されていないとしても 予防的手設をとるべきで

ある O この文脈で，立証責任は公衆ではなく，むしろ活動提案者が負うべきで

ある。予防原則の適用するプロセスは，オープンで，知らされ，民主的でなけ

ればならず，潜在的な影響を受ける関係者を含めなければならなし、。行動しな

3) Rao [2002] pp. 101司 102による。

め この和訳は地球環境法研究会嬬 [1999]409ページによる。

5) 横田 [2002] は，議定書採択がオゾンホールの発見により導かれたという広く言われるような

単純な図式ではなく，採択班前まで様々な科学的説が主張され合意形成がされなかった中で決

まった点は，予防原則に対応するとL、う。その議定書に予防原即と義務の差異の両者の側面を見

ることができるとも L、う。

6) この和訳拭地球環境法研究会編 [1999]41ページによる。
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いことも含めた全ての代替案について検討されなければならない。jと譲った。

そして2001年には科学と予紡原則に関する国際会議が開催され， 17カ国85名以

上の科学者が参加し， r科学と予防原則に関するローウェル声明Jを発表した

center [2001]) 0 ここでは，ウイングスプレッド声明を再確認すると

ともに，この原到の有効な実施にあたって l、くつかの要素7)が必要であると

している O これらは，予防原則の適用のプロセスの透明イとに市民など

の参調を，さらにローウェル声明では自然権を明示したことに意義がある O

また， ヨーロッパ連合 (EU)は2000年lこ f予防原則に関する EUコミュニ

ケーションJ [2000J，邦訳118ページ)を採択し，公表した。そこでは予

防原則の定義を明確にはしていないものの，予防原則はリスクアセスメント，

リスクマネジメント，リスクコミュニケーションからなるリスクの分析への構

アプローチの枠組みで考えられるべきで，とくにリスクマネジメントと関

していると設置づけたヘ予紡涼則は科学の政治化でもなければ，ゼロリス

クの受容でもなく?科学が明白な解答を与えることが出来なし

るものである O また予防原則は科学的な根拠を無視すること

るものではないこと している O

7) 必要な要素として，①国連人権宣設にある通札健廉なそして生命を維持する環境に対する摺

人(及び将来の世代)の基本的な権利を支持すること，③被害が起きている，あるいは起ころう

としているとする傍観できる証拠が存在する時には，例え，その被害の正確な特性や程度が完全

には理解されていなくても，早期警告に対する行動を超すこと，③社会の要求に合った最も安全

で実施可龍な措壁を特定し評価すること。本質的に危険な行為を行なおうとする者に対し，織底

的に謂資して 1)スクを最小にするとともに，独立した検証の下，必要性に合致した最も安全な代

替案を選択する賛任を負わせること，③全ての関係者と共肉体，特にその政策決定により潜在的

に影響を受ける入々の参簡を拡大する，透明で包括的な意思決定プロ々スを採用することを指摘

している。

8) リスク評価およびリスク管理における予防原則の佼置づけについて，現行のリスク評舗では十

分に環境や龍康を保護することができないとして，予F方原員Ijを従来の 1)スク評価の枠組みに取っ

て代わるべき科学的プロセスととらえる主張 (Santilloet al. [1998]) と予訪原則はリスク管理

のための数多くのアプローチのうちの一つにすぎないとの反論 (Chapman[1999])があった。

この問題について岸-本 [2003]は， EUの「予紡原民に関するコミュニケーションjにおいて整

理された。託統的なリスク分析の 3要素，すなわち，リスクの評価， リスク管理戦略の選択，リ

スクのコミュニケーション，がはっきり区別され，予防原知拭リスク管理の一つの戦略であるこ

とが明記されたとL、う。
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このようにドイツ社会@法の伝統から出発した予防原則の概念は，一国，と

くにヨー口ッパの公共政策に取り入れられ，さらに国際的ルールとなって発展

してきた。それでは米間などではどうか。

米国は予関原射を使わないと時々替われるが，必ずしも予防原則とは言わず，

「予防的 ~jjll:.J (precautionary 

たこと9) に留意する必要がある

た， EUは予防原則

ることが圏難な状況で能ってきたが，

と てい

国を組み込んだリスクアセスメントのプロセスを採ってきた。開えば内分泌撹

に関して， EUは予防原則を適用したが?米国では証拠の重さが，

る研究基金と規制活動のために使われてきた)0 さら

に，アプレゲイトは，米国の法律は予防を他の考藤すべ

と釣り合わせている。従って，予防の要素は米の環境法にしっかり確立されて

いるが，それは 予防原則よりも，予防的選好を

しているとL、う方がより正確であるとL寸。只ate ) 0 

2 予防E要員Ijの適罵

1) 予防原則の適用される

このような予防原則はどのような場合に適用されるか。

全ての科学的確実性が要求されないほ 、1)スクの場合，

害あるいは不可逆な損害を与えるかも知れなし

らされる便益が環境に対する潜存的な争の影響と

る [1996Jp. 27)。

く続く

その活動からもた

り合わない場合があ

EUでは，環境や，ヒト，生物の健康に与える潜在的な危険が EUの高し

9) 例として， 1957-何年の連邦食品器薬品化粧品法の Delaney条項で動物試験で発がん性のある

物質の食品への龍用を禁止したこと， CFCsのエアゾールへの使用をヨーロッパの多くの国が禁

止する数年前の1977年に禁止したこと，牛の成長健進剤としての DESの飽用を EUが1987年禁

止する10年抵ど前の1972-79年に禁止したことなどをあげている。
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しないとし寸懸念が予備的科学的評価によって，筋が通っている

とみなされる場合にも適用される [2000]，邦訳124ページ)といい，広

く認めている O また，英国では人間などの鰭康や環境に有害な影響を与えるお

それがあると信じるに足るしっかりした理由がある場合，結果や蓋然性につい

ての科学的不確実性のレベルが高く，意思決定のための情報として十分権信の

おけるリスク評価ができないような場合に適用される(英国 (nI'""'D 川日)

[2002] ，邦訳543ページ)。

吉岡 [2003J は，予防原則が適用されるケースに関する代表的問題は新しい

テクノロジー(物質や活動)の社会への導入をどう統御するかと，既に社会に

したテクノロジーについて，危険な兆候が見つかった場合にどう対処する

かの問題であるとし寸 O また，予紡原票日の適用と制度9 社会，文化などについ

て，オリオルダンらは，新しい技櫛がよく整えられた制度で提案される場合と

しく知的にリスク回避的である場合，規制の原則が社会的に耐えられ

ることについて判定される場合，選不運の影響が少なく防犠に対し注意深い閣

の文化がある場合，政策形成と採用決定における開示と説明責任がある場合に，

が多く されているという and Cameron [1994] pp. 

O 

2) 予防長主剤の適用における

して注意深く行うべきと指摘する論文も多い。例えば，

ワイツゼッカー [1990J は，予防原則をイデオロギー的に過大評価する危険が

ありラ f予防は治療より安くつく Jという一見賢明なことわざは通常は正しい

カえまっfこく っていることもありうるので，とりあえずすべての不測の事

も囲避しようとすることは関違っているとしづ O また， Burger 

も，予防原則の不正確な定義はゴールとしての有用性を制限している

ので，予関原則の適用は最初の問題の知識を助成するための，そして予防的行

10) 英国ではリスクアセスメントに関する省庁関連絡グループ (InterdepartmentalLiaIson Group 

on Risk Assessment)が予防原則に関する政策ガイドラインを報告書として公表している。
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動が保証されるがどうかを確かめるためのさらなる 、ょう

にすべきであるという Goldsteinの意見を紹介している O

るか，それとも別のものに替えるか ?Jというワーク

ショップを主宰したグラハムは，予防原則をより有効なものにするためには改

る'-... HGillGHl [200la])へさらに，低減あるいは防止され

るべき活動が危検な影響を与えるとともに有益な影響を与える場合，予防的行

動そのものが潜在的損害を誘発することがありうる場合，

と絡み合いヲ迅速な予防的行動よりも一見賢明そうにみえる公的決定

しそうな場合，の 3つに対応するために，より精綴化が不可欠であると

L づ O 特iこ，不確実性を減少させるための研究投資について of

、て考察することを提案している'-.)<.LULU"'lU [2∞)ヘ
こと

[200む]日)は，適用にあたって次の合つ に則るよ

つ O すなわち，リスクアセスメント

タに基づく誕施.独立しバランスのとれた科学者による

;リスク削減策の検討では，

された懸念に対する検討，費用対効果で許容可認な措置，利害関係者の政策決

;リスク商社減策の決定では，

の釣り り， よる

なりスクマネージメント対策の迅速な決定，が必要であるという O

る予i功原則の適用について分析したゴクラニィは， DDTの

ガス排出の積極的な規制，遺伝子組み換え穀物の禁止

などの政策を正当化するために予防原則が引 、に出されたが，これらは，

11) 小林 [2002aJ の訳注が参考になる。

12) 小林 [2002b]，[2003J の訳注が参考になる。

13) 環境省編 [2004J619-620ページによる。国際化学工業協会協議会 (ICCA) は2000年の総会

で予防原則に関する見解として PositionPaper I規制jの決定における予防原員uの適用原則Jを承

認1...-7:こ。
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線られたの政策結果に予防原則を選択的に適用することに基づいており，より

広い観点からの評価が必要であると批判する。これらの政策は用心することに

、ていると が，実際は公衆衛生と環境への全体のリスクを増

やしているという (Goklany [2000J p. 221， [2001J pp. 2-3) 0 

3 予防療関の毘離法における地殻

予防原則はすべての国家を拘束する慣習国際法の原則かどうかとし寸問題が

ある o 慣習法の成立要件の 1つ f国家の一般的慣行jは着実に進んでいるが，

f法的信念のー殻的形成jがあまり進んでおらず，慣習国際法の原則と考える

ことはまだ難しいが(高村 [2004a])，慣習法として確立されていないが，そ

のバリエーションは少なくとも 14の国捺宣言，間:意書，会議に見い出せる

(Goklany [2001J) 0 

多くの地球環境保護の条約は，枠組条約と議定書の組合わせという

形成方式を採っている O 枠組条約は予防原則やその趣旨を規定するとともに，

地球環境保護のための国際協力や圏内措置等の予防的措置を当事国に義務づけ

るO り具体的な規制措置や規制基準を定め，かつ定期的に間

題の検討を行う締約国会議により，随時補完・改正する O 兼原はこの方式は科

学的知見に応じて具体的な規制を随時見直すことを可能にしているが，条約が

予紡原則に立脚していることの趣旨は，事前に確実な科学的証拠の存在がえら

れない規制措置であっても これを決定しともかくも実施していく点にこそあ

るD つまり枠組条約の一般的義務規定を前提として，議定番が具体的な規制措

-規制基準を決定していることに重要性がある O また条約が予防原則に立脚

している最大の意義は，環境損害の予防が行われていることそれ自体を，国際

法益として設定した点にあるという(兼原 [1994J470ページ)。

田 [2∞Oa]， [2000bJ や，高村 [2∞4aJ， [2004b] ，岩間 [2004J，大竹

[2004J も多くの例を取り上げている O それらも参考にし各予防原則の違いを

まとめると第 l表のとおりである O
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4 予紡療制の意義と批判

予訪原則の意義について，ツライヒは，予紡原則が環境と健康安全規制の意

思決定において科学的不確実性を考慮する必要を認めたことであるとし，非対

称、な情報と政策的な強制の状況で日和見的な行動を減らすセーフガードとして

見られるかも知れない。さらに?予防原則は科学的不確実性の下で，新しいリ

スク規制パターンを作るための基盤を与えたという (Treich[2001J， Gollier 

and Treich [2002J p. 45) 0 また，キャメロンは，予防原則は，人々の挙動を

環境的に持続可能な経済という考えに案内するためにデザインされたルールの

システムの一部であるといい，基本的には，科学的不確実性に直面して，環境

または人の鍵康の保護について公共政策または規制を決定するために，予防原

則は合理的ではあるが混沌とした時代に 哲学的権威を与えるという

(Cameron [2001J p. 113) 0 

予防原則に対しては多くの批判がなされているのも ある。例え

ば，クリーベルらは，最も多く言われる批判をまとめ，例えばリスクアセスメ

ントに使われる安全ファクターが予訪を保証しているように，現行の規制操作

はすべて予防的である;充分な科学的正当性なしに意思決定することを予防原

則が擁護するので，科学的には響かなしつ予防原則が実施されると，新しい技

術を紹介する前に安全性の証明が要求されることで，発明を押さえるだろう，

という点を指摘する (Kriebelet al. [2001]) 0 また，マジョーンは予防涼則の

短所として， しっかりした論理基盤に欠ける，規制的優先順位をゆがめるかも

知れない，保護貿易主義者の手段を正当化するために誤用されることがありう

る，統制的な国際協調を徐々に傷つける，望んでいない分配の結果をもたらす，

さらに，予防原則は囲内でも，地域間でも適用されるため二重基準となる傾向

があると指摘する (Majone[2002]) 0 

モリスは，予紡原則を批判的に見，予防原則の有用性を，それが適用された

推測上のおそれを処理する手段として評価し，これらのおそれを概念化する他

の方法を提案するとして成書を編集した (Morris(ed.) [2000]) 0 そこで，



42 (42) 第 178巻第 l号

第 1褒条約・

本質的概念 f鶏ヰミ

年喜

霊童れたさ 書聖 措予防置の 実学有確科的ミ

威れそお

行動予富
釣

!霊i自

り
主た

if 
脅 L 、 機

ドイツの環境政策 1976 O O 

世界自然言筆家 1982 。 O ム* O O O 

オゾン尊重の保護のためのウィーン条約 1985 措霊堂 前文 O O 

オトゾリオン腐ーをル破議壊定す番る物質に関する 1987 t昔重量 前文 O O O 。 。

北海保護第 2回国際会議 1987 アプローチ 。 O O 

宣第言3@]北海会議(ロンドン会議)閣僚
1990 Eま則 前文 O O O O O O 

ECE'ベルゲン笈言 1990 原則 本文 O O O 

環境と開発に関するリオ笈百 1992 アプローチ 第15)]芸員IJ O O O ム

アジェンダ21 1992 アプローチ 。 L:o，. 

生物の多様性iこ関する条約 1992 披露* 前文 O O O ム

気候変動に関する国際浅合枠組条約 1992 t昔E霊 第3条 。 O 。 L:o，.* 

-1レ する条
前第文2条と

約 (OSPAR条約)
1992 原員Jj O 。 O O 
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1996 アプロチ 前第文3条と 。 O (] 

生セ物ーフのテ多様ィに性関iこす関るすカるル条タ約ヘのナバ議定イ望オ書 2000 アブローチ 前1.文11条， O O ム本

間首 r-t符 f筏 i'i照明白 ストック
2001 アプローチ 前文 く〉 O O ム 。

す実守司施流計"J関flG舎/，，1 2002 アプローチ 本文(23)

欧州完憲法をど制定する条約 2004 JJIHjJj 函伺129条

章害 委員会採決の予防原則に関する文
2000 O 

ウイングスプレッド笠宮 1998 原則 本文 。* O O O 

ローウェル声明 2001 O O O 。
O'Riordan & Cameron 1994 O O O O 。

Freestone & Hey 1996 O 。 O 

Rogers， Sinden & Lacy 1997 。* O 

Kriebel， et. al. 2001 。 O (] 。

注:予防的行動の織のムは行動を遅らせるべきではない，。は対策を取るべき，。は行動を妨げ

文献 [lJBoehmer舗Christiansを [1994J，[2J岩田 [2000bJ，[3J環境省繍 [2004]，[4J地球環

Conference [1998J， [8J Lowell cent告r[2001J， [9J EU [2002J， [10J http://www.env.go. 
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文献に見る予防原則
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[4] 

O O 実務可能な努ましい CBA 手ム搭学震的まの結と采整で合修性正，。 [9] 
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境法研究会編 [1999]，[5] 同 [2003]， [6] 構外環境協力センター [1993]， [7] Wingspred 

jpl chemil pops/kentolO 11 mat03-1. pdf， [11] http://www.biodic.go.jp/biola w 1 jo_ hon.html. 
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紡原則についての問題として，不誠実な挙証責任転換の要求，無限に高い証明

余りに広い損害訪止のための行動義務，無限に費用がかかる十分な幅

の代替案探索，民主的でない予防の決定などを指摘している (Morris[2∞0] 

pp.7-13)0 

予防原則の評価は立場により異なることが多いが リスク学との関係につい

[2003] は，次のように説明する O リスク学と予防原則はそれぞれ閤有

の問題意識とそれに対応した守備範囲をもつものとして理解すべきであるが，

重なり合う部分においては，概ね対立関係にある凶。しかし，リスク

から見た場合，予防原則は決して排斥すべきものではなく，定量的評価の誤り

やすさに対するセイフティーネットとしての意味をもちうる O

ものが困難であったり，評価の不確実牲が大きい場合において，

べき指針として採用されてよいと思われる。両者の関係は瓦恵的なものとなり

うるとし、う O

公平性の観点から，ベッカーマンは将来生まれる人々の選好を知ることが出

来ないので，“世代間公正門の概念を予防原則を正当化するために使うことは

できないと主張する O また，不確実性は，将来の人々にとってどんな政策の効

よし、かを知ることをさらに難しくするい“世代間公正"

傷つけるだろうから，予防原則に先入観を与えないという

[2000J pp. 46-59)。

n 予防原則の概念と

1 予防原剰の観念

ように，予防原則は歴史とともにより広く適用されるようになったが，

14) 吉岡は，予防原則の思想、を支持する人々の多くは，人の生命・穫療の保護に関して，現行より

も厳しい対策を取るべきだと考え，それに対してリスク学関係者の多くは， (予防原則と対極を

なす)権定無罪原知に対して概して好意的であり，また，現狩の対策は厳しすぎるので緩和すべ

きだと考える傾向がある。さらに前者は技術進歩に関して概して批判的であるのに対して， 1走者
は概して好意的であるとし、う。
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その概念も適用の仕方も一様ではない。 った論者の定義あるいは概念を見

てみよう O

たとえば，オリオルダンらは， r予防原則は，科学仁経済学，論理学，政

法律の予防的な環境保全と管理における適当な役割についての社会的概

念を変えることからきっかけをつかむ文化的な枠組みの概念であるjとし，さ

らに「これは，政策勧告で混乱された，そして国際外交の気まぐれと持続可能

な生活の真の費用を超える気まぐれな公衆の気分とに制約される，むしろ象徴

的な概念であるJという (O'Riordanand Cameron [1994] p. 12) 0 

フリーストーンらは， r予防の概念は，政策策定者が環境を守るという自的

で?科学ー技術・経済学を適用する方法をどう扱うかによって特徴づけられる O

予防原則の概念の顕著な特徴は，特別な規制手段を明記したものではなく，そ

れを実施するために多くの違ったタイプの手段を鈍うことができることにある O

顕著な性質はその手段の適用される方とその適用される時期によるj という

and [1996] p. 12) 0 また，キスは， r予訪原則は，環境への危

の必要に応じ

ルの最も開発された形式と考えることが出

[1996] p. 27) 0 リスクと不確実性を扱う方法

は現れたというロジャーズらは， r本質的には予防原

あるいは経済的計算できる前でさえ深刻で不可逆な

るjという ¥J.'¥.Vl:o:.¥CCJ." et al. [1997]) 0 トライヒは，

的な社会科学における予防原則についての有名な文献から，経済学が予防原則

をどう説明するか9 その含意をどう考察するかを研究し ofthe Confer輸

出 ceon Science and the Precau討onaryPrn，，.，n!，，，筑間]が「予防原則がどんな意味

文化的システムでどう適用されるかに関して一般的な

しなしづといっていることを紹介した後， r予防原則の主なゴールは，

この 1)スクについて充分な科学的情報が利用できるようになる前にリスクの防止

を促進することである。これは意思決定プロセスは連続的であり，防止努力のタ

イミングが重要であること といっている (Treich[2∞1]) 0 
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レスニックは，予防原則は理論，仮説，方法論的なルー jレではないが，扱う

脅威がもっともらしく，採用される予防的手段が合理的であるなら，予防原則

は合理的になるとし、う。脅威がもっともらしいかどうかは首尾一貫性，類推法，

説明カのような認識論の基準を使うことで，また手段が合理的であるかどうか

は効率性，釣り合い，費用効果的，現実主義，一貫性のような実用的考察を{吏

うことで測ることが出来るという (Resnik [2003J)。

2 予防原則の概念に含まれる要素

これらから予妨原則の概念を 1つに纏め上げることは困難であるため，これ

らに含まれる要素について分析する O 予防原則の要素について言及する主な論

文について列挙する O

オ1)オルダンらは， Vorsorgeprinzipに対し， rこのドイツ語の概念は粗末な

英訳である foresightplanningより多くの意味を持っている O それは， リスク

より暖味な経済の枠組みにおける費用効果，自然システムの完全な状態

を維持するための倫理上の寅任，そして入の理解の誤りやすさの概念を含む。

自然権は人の干渉に適応する余地を与えることを幾分意味しているので，予防

は誤りが引き起こされるかも知れないと仮定している。」という O そして，予

防原則の概念については， 70年代後半から80年代前半を通して，科学的証拠に

って行動をとる，生態空間の保護，反応、または費用効果と過失の許容範囲

との釣り合い，変化を起こした者にある保護責任や挙証責任，本来備わってい

る自然権の主張を増進すること，そして過去の生態の負債の支払い，の 6つに

拡大されたというお)(O'Riordan and Cameron [1994J pp. 16-18)。

15) その彼が翌年には，予防の概念は，Q:科学的証明に先立つての思惑に富んだ行動，②無知のた

めの空間としてのエコロジカ空間，③管理における気詑り，④被害者から開発者への挙証責任の

転換の 4つの意味を持っていると考えることができるとし，予紡原知はこれらすべてを変えよう

とするといっている (O'Riordan[1995] p. 9)。これは前記6項を訂正したのではなく，その中

でもこの 4つを特に強調したとみるべきであろう O さらに O'Riordanらは1999年は①事実の科

学的証拠に先立つての行動，②行動の費用効果性，③生態系空間の保護，④固定締値と合法的状

態，⑤挙証責任の転換，⑥中期的計画，⑦生態系への債務の支払い Oordanand O'Riordan 

[1999J pp. 23-30]) をあげ， 2001年には①，③，⑤，⑥に加えて，管理における気配り，釣りノ
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フリーストーンらは予防原則の概念の共通要素として，汚染レベルの測定を

るから実施するに焦点を移すこと，行動する前にあるかも知れない負の効

果を確かめるために環境影響評価を試みること，あるかも知れない負の効果を

ける正の効果を取ることを掲げている (Freestoneand Hey [1996J pp. 

12叩 13)0

サンデインは，さまざまな国際条約，出内法令，学術文献のなかでの予防原

則の使用例を分析し，予防涼財は 4つの次元，すなわち，おそれ，不確実さ，

行動9 命令から成り立つ概念であるとした (Sandin[1999J) 0 

アプレゲイトは，たとえ 1つの定義が確立できなかったとしても，いろいろ

の声明から予防原則の機能本位の要素のセットとして，誘鴎，タイミング，

規制戦略の 4つを抽出することが有用であると指摘する (Applegate

[2000J) 0 

クリーベルらは，環境の意思決定における新しいガイドラインとして提案さ

れた予防原則は 4つの中心的要素，すなわち不確実性に対して予妨的行動を

とること，活動の提案者に挙証責任を移すこと，危害となるかも知れない行動

に対して，広範な代替案を探求すること，意思決定に公衆参加を増やすこと，

を持つという (Kriebelet al. [2001J) 0 

Quijano [2003] pp. 23-26は，予紡原則はいくつかの必須な要素，紡止，

排除，コミュニティ志向，代替へのアセスメント，不確実性がおそれ

であること，技術的/科学的にしっかりしていること，無制限の'情報，オープ

ン，などがあるという O

シェトラー [2003] は，予防原則についていくつかの定式化されたものがあ

るが，いずれの定式も「基盤となる価鏑観」と 3つの中心的要素，潜在的損傷

(被害)，科学的不確実性，予訪的行動の上に立っているという o Harremoes et 

al. (eds.) [2002]は，環境科学者が開発した予防原則の主な要素は，健康や環

境への潜在的に深刻なあるいは不可逆なおそれがある状況，すなわち危害の強

¥合いを基盤としたバランスを上げている (O'Riordanet al. [2001] pp. 19吟 20)。
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い証明がある前に，行為あるいは不行為の適当な費用と便益を考慮して潜在的

危険を減らす行動をする必要がある状況において 使われる公共政策の行動の

一般的ルールであった。しかし，予防環則は危険を減らす行動(行動のための

P7Iき金j) を正当化するために必要な証拠のレベルを確立する以上のものを

要求するとし、う O

また高村 [2004b] は，予妨原則の定式化は文書により様々だが，

影響のおそれがあるが，科学的確実性が十分にない場合でも，環境悪化を未然

に防止する措置をとる というのがその共通要素であると記している O

これらをまとめ表記すると第 2表の通りである D 前章の国際条約などに現れ

た予訪原則の分析から，予訪原則の概念に含まれる要素は第 1表の通りであっ

たが，両者から，次の点を指摘することができるO

ほとんとすべての予防原則に含まれる要素として 「科学的確実性の欠如j，

fおそれj，I予防的行動jの3点がある。これら 3点はサンデインヲシェト

ラー，高村の指摘するものに似ている O しかし，科学的不確実性も十分な科学

的確実性の欠如も含む「科学的確実性の欠如」に，損害や悪影響のおそれだけ

ではなし悪影響を及ぼすおそれあるいは悪影響を及ぼす可能性まで含め，

に「おそれjに，そして種々の措置あるいは行動であるが，未然訪止の措置で

はなく「予防的行動」にと，なるべく多くの原則適用事例に共通する表記にな

るようにL-tこO はこれら 3要素を予妨原則の概念の と

呼ぶことにする O

この本質的要素以外に， 1間々の予防原則により含まれたり，含まれなかった

りする要素として「行動の費用効果性j，I釣り合いを基盤としたバランスj，

「挙証責任の転換j，I自然権の根拠の促進j，I過去のエコロジカルな負債の支

払いj，I広い幅の代替案の探求ム「意思決定に公衆参加j，I能力に応じての義

務jなどがある O これらを偶有的要素と呼び，本質的要素とは分けて考えるこ

ととする O このように考えると， I行動の費用効果性j，I釣り合いを基盤とし

たバランスj，I挙証責任の転換jなど経済学に関連する要素すべてが本質的要
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第2表予防原則の概念に合まれる要素

科学的不確実性 おそれ・脅成 予助的任動

予助的iこ先手を打つこと

汚染レベルの測定を試み 環境影響評価は活動する 可能な負の効果を避ける

るから実施に 蔀にあるかも知れない負 正の効果を取ることを含

の効果を確かめるように 音

試みる

不確実性 おそれ 行動

タイミング 誘国 時答・規制戦略

不確実性 予時的行動

技衛的/科学的にしっか 不確実性がおそれ 防止

りしている

科学的不確実性 港在的損毎(被害) 予跡的行動

科学的確実性がト分にな 損害や悪影響のおそれ 環境悪化を未熟に防止す

る措霞

(49) 49 

その他

エコロジカルな空間の保

護，花、答または費用効果

との過失の許容範圏の釣

り合い，挙証貰荘，自然

権の根拠，過去のエコロ

ジカルな負績の支払い

ム叩ム11 

挙意証思責決任定，に広公範衆参な代加替案，

挙証蓑荘，排除，コミュ

ニティ志向，代替へのア

セスメント，無制設の靖

報，オープンなど

基盤となる価憧観

素ではなく，偶有的要素であることが分かる O また，予防原則の本質的概念は，

f科学的確実性がなくとも，被害や悪影響のおそれに対して，それを防ぐ行動

を起こすことであるJと言える O

3 予紡原則と類似の用語と雛念

これまで予防原則と類叡の用語あるいは概念を混在して使ってきたが，

でそれらについて整理したL、。

1) 予紡的アプローチと予防措置

防原則にあたる英語には主に precautionaryprincipleと precautionary
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approachがある O EUを中心に，後者は米国でよく使われるとか，

ルールか指針かなど議論はあるが1ぺ本論文ではほぼ再義として， r予防原則J

を用いる O た

を用いる。

基づく措霊，あるいは対策，

して使う場合は，訳語として「予防的アプ口一

measuresり古代詰 iア|拘情i亙Jは，予防原則に

どの意味で，予防的行動と同義として用い

るO

予防原則には9 予防的行動をするかしないかという

どのような行動をするかという

のであり?

には言及せず，

するものとがあるので 9

がある O

るO

と，行動するとして

も

ものである O 国際条約などでも，

けに留めるものと 9 予防措置についても

どで

2) 

予防原知

ければならないという

environmental がある O この原則

る しな

r
+
i
 o

 しなし

16) 高村 [2004a] は Cod問委員会で米国などが用語として「予訪的アプローチ」を使用したの

に対し， EUは「予防原則jを使用したこと. 2002年の持続可能な発展に関する世界ザミット

(ヨハネスフルグ・サミット)で採択された実施計画書の交渉において議論になったことを紹介

している。また，大塚 [2004J は WTOのホルモンピーフの事件，コーデックス委員会での議

論では，国際法上の原則，または，少なくとも関家の行動を笹接拘束する規範と考える側が「原

則」を用いるのに対し，ケース毎に内容が変わりうる指針を示すに過ぎないとする側が「アプ

ローチJとし寸語を用いるという区間がみられたといい，間報文では「予防原則・予防的アプ

ローチ」を用いている。また，岩田 [2000a]，[2004] は「予防原則に基づいてとられる措置の

形態に予防的アプローチがあるJといい.r予紡アプローチとして具体的な措置がとられたとし

ても，それは予防原則に基づかない場合があり得る。つまり前者(予前原則)は後者(予妨アプ

ローチ)を包含するが，後者は前者を包含しなし、JとL、う。さらに牛肉紛争において，米国は，

「予防アプローチJをWTO加盟国が独自の判断で適用することに異論はないが， r予紡探期j

をWTOにおいて整合的な溜際貿易のルールと 1っとして認めることには反対であるとの立場

を明言したと紹介している。

17) precautionary approachは，生物多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ

議定書の政府の公定訳で， r予防的取組方法jと翻訳されているが，本報では一般に吊いられて

いる訳語として「予防的アプローチJを用いる。
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適用される。従って 両原則の違いは科学的不確実性があるかないかによるO

予紡原則は，未然防止原則より厳格な適用を礎保するために，科学的不確実性

を伴うおそれに対して適用されている O それゆえ，予防原則に基づく措置は，

本質的に未然防止原則に基づく措置の性格を有し，予防原知の適用は，未然防

止原則の適用の厳格化を導くこととなる(高村 [2004a] 62ページ，磯崎他

[2002] 216ページ，兼原 [1994J)0 

また precautionとpreventionに関して歩オ 1)オル ダンはは，

有害物質のような危険を除くために?または少なくとも生産や使用の擦の

NOXを減らすために適用されるo すなわち 確立した脅威を狙った規制手段

であり， precautionとは全く違ったものである O

Y ぐ

はすべての行為に

と参加，

術を要求することによっ らそうとする O され

るべきであるjという (O'Riordan [1995J p.針。

日本語訳として， precautionは通常「予防jと訳さ れ，は f防

止Jあるいは「予防Jと訳される O 本論文ではを「予防J，pre-

ventionは f防止」あるいは「未然訪止Jと訳し区別して用いる O

呂本語の「予防Jはある明確な原因によって望ましくなし

する場合に用いられることが多く，予防接種がその典型である。一刀 preca怯

tionには本来「事前警戒Jという意味があり，必ずしも実質的な抑制手段を

伴わないと考えられる(村山 [2004J)0また precautionary

には「未然防止J以外の様々なオプションがあるため，未然防止のニュアンス

の強い予防原則ではなく 「事前警戒原員むを用いる人もいる(平JlI[2003])0 

4， IJ'括:予酷原則の意識と概念

第I章では「予防原則についてjとして 9 その歴史，適用，意義について?

第E章では予防原則の概念と要素について概観した。ここではそれらをまとめ

るとともに，予防原則を要素として分解して捉えることを提案する。
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予防原則の歴史は， ドイツの Vorsorgeを起源に， ヨーロッパを中心に発展

し，国際的には1980年代の北海保護国際会議やモントワオール議定書に採用さ

れたことに始まる o 1992年のリオ宣言で「環境を保護するため，予防的アプ

ローチは各国によってその能力に応、じて広く適用されなければならない。

又は回復不可能な損害の脅威が存在する場合には，完全な科学的確実性の欠如

が，環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策を延期する理由として

使用されてはならない。jと謡ったのを磯に，その後多くの国際条約や会議，

国内法などに広がってきている O

予妨原則を適用すべき場合として，科学的確実性が要求されないほど高いリ

スク，不可逆なダメージを与えるかも知れない活動，活動の便益が潜在的な負

のインパクトと完全に釣り合いを失っている場合などがあげられる一方，その

について広くなりすぎないよう注意深く行うとともに，さらなる科学的要

求を妨げないようにすべきであるとし寸指摘もある O

予防原鄭の意義は，環境または人の健康の保護について公共政策または規制

決定をするために哲学的権威を与えること その意思決定において科学的不確

必要を認めたこと，またその科学的不確実性の下で新しいリス

ク規制jパターンを作るための基盤を与えたことなどにあるO それに対して，

しっかりした論理基盤に欠けるとか，規制的優先}II部立をゆがめる，科学的には

響かないとか，新しい技術の発明を押さえるかも知れないなどとしづ批判があ

るO 予防原則は以下のように広い概念であり 論理的基盤の弱さはやむを得な

いが，他の批判は運用で対処できる D

予紡原則の概念は，たとえば「予防原則は，科学と，経済学，倫理学，政治

法律の予防的な環境保全と管理における適当な役割についての社会的概念

を変えることからきっかけをつかむ文化的な枠組みの概念であるjとか， r予
防原則の概念の顕著な特徴は，特別な規制手段を明記したものではなく，それ

を実施するために多くの違ったタイプの手段を使うことができることにあるoJ，

fその顕著な性質はその手段の適用される方とその適用される時期によるjな
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どと言われるように，確定しにくし、。また，対象，適用，科学的不確実性の内

容や程度，提案者の立場などにより予紡原則は多様であるため，それを要素に

分解して考えた。

その結果，多くの予防原則のほとんどに合まれる科学的確実性の欠如，おそ

れ，予助的行動の 3つの要素と，含まれたり，含まれなかったりする要素，行

動の費用効果性，挙証責径の転換，意思決定への公衆参加などがあることが分

かった。前者を予防原則の本質的要素，後者を偶有的要素と呼び，分けて考え

ることとする O

予防原郊の意義は いままで考慮されてこなかった環境または入の鍵療に対

するおそれに光をあて 科学的不確実の下で政策決定をするための哲学的権威

を与え，予防的行動をとらせることであるが，適用された予防原則の多くが予

防的行動の内容を具体的に示していないため，その実践的意義は十分ではない。
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